
も

児健康診査など各種健

が

診、育児相談などの母

健

子保健サービスの向上

や

に努める。

・子育て家

か

庭が安心して子育てが

に

できるよう、児童手当

生

などの各種手当や子ど

ま

も医療費助成、幼稚園

れ

児の保護者負担軽減
1

育

1-03 事業などの制

つ

度を通じ、子育て家庭

こ

における経済的負担の

と

軽減を図る。

子育て家

へ

庭の経済 ・各種手当や

の

助成制度にかかるさま

支

ざまな手続きの窓口で

援

は、子育てに関する初

上

期相談窓口としての役

位

割を果たし、子育
てに

政

役立つ情報提供や適切

策

な相談窓口に引き継ぐ

0

機能を充実させる。
的

5

負担の軽減

子どもの未来と文化をはぐくむまち

施策統括課 児童青少年課 施策統括課長名 新妻　理成

関連課 健康課、子育て支援課、児童青少年課

関連する 東久留米市子ども・子育て支援事業計画、東久留米市母子保健計画

個別計画等

子ども・子育て支援事業計画の推進、待機児童解消に向けた保育サービスの拡充、市立保育園の民間化に向けた
予定計画事業

取り組み、さいわい保育園の

平

民営化、しんかわ保育

成

園の民間化、児童館の

3

整備、相談機能・児童

1

虐待への対応

・だれも

年

が安心して子どもを産

度

み育てることができ、

施

子ども自身ものびのび

策

と健やかに成長するこ

評

とができる環境づくり

価

施策に対する
を進める

表

。
基本的な考え方

・関

(

連機関との連携のもと

平

、子育て家庭が必要と

成

する保育や、子育てに

3

関する情報、サービス

0

の提供を進めるととも

年

に、
（第4次長期

地域

度

社会において、子ども

振

たちの健全育成を支え

り

る基盤の充実を図る。

返

総合計画より）

基本事

り

業名（1～3） 第4次

)

長期総合計画における

１

方向性
・子どもや子育

　

てをめぐる大きな環境

施

変化を踏まえ、利用し

策

やすい子育て支援サー

の

ビスを提供していくと

概

ともに、民間か
11-

要

01 ら供給されるサー

（

ビスを活かしながら、

第

待機児童解消や保育サ

4

ービスの拡充を図る。

次

保育サービスの充 ・子

長

ども・子育て支援新制

期

度で創設された小規模

総

保育事業、家庭的保育

合

事業などの地域型保育

計

事業の整備や幼稚園の

画

認定
こども園への移行

（

の推進に努める。
実

・

後

子育て支援サービスの

期

量を拡充するとともに

：

質の向上をめざす「子

平

ども・子育て支援新制

成

度」の普及に努める。

2

・学童保育所の施設・

8

整備、機能の充実に努

年

める。

・出産や子育て

度

の不安解消、孤立化防

～

止のため、情報の提供

令

や事業を通じて交流の

和

機会を設け保護者の仲

2

間づくりを支援
11-

年

02 するとともに、相

度

談窓口の強化を図り、

）

妊娠期からの切れ目な

に

い子育て支援を充実す

掲

る。

親と子の健康の確

げ

・地域で安心して子ど

る

もを産み育てることが

事

できるように、子ども

項

と保護者の心身の健康

）

を維持・増進を図るた

施

め、育児
不安などによ

策

りフォローが必要な母

名

親に対しては、関係機

1

関・関係部署との連携

1

を図り、支援する。
保

子

及び増進
・母子手帳の

ど

交付や両親学級、乳幼



4

5. 4 44. 0
い

次

る市民の割合

地区青少

長

協のイベントに参加し

期

た青少年の延
4 人 11

総

,381 10,927

合

9,047
べ人数

青少

計

年の健全育成に関心を

画

もっている市民の
5 ％

に

71. 8 73. 4

お

75. 0
割合

３　施

け

策内事務事業数と施策

る

のコスト

項目 単位 平成

方

28年度 平成29年度

向

平成30年度

本施策を

性

構成する事務事業数 本

・

57 52 52

トータル

親

コスト 千円 7,972

た

,623 9,254,

ち

780 9,595,5

が

60

事業費（内書き）

安

千円 6,936,65

心

2 8,217,708

し

8,548,869

人

て

件費（内書き） 千円 1

子

,035,971 1,

育

037,072 1,0

て

46,691

ができるよう、魅力ある場所づくりや地域の子育て力の向上など、子どもが自ら育っていく環
11-04 境づくりを進めるとともに、地区青少年健全育成協議会による児童の健全育成の活動を支援する。

家庭・地域におけ ・市内各保育所における育児相談、園庭開放、異年齢児・世代間・地域交流行事など事業の充実に努め、地域の子育て力
向上を図る。

る子育て支援
・児童館は、子育て家庭の支援や児童虐待防止の対応など、子ども家庭支援センターなど関係機関との連携に努める。
・子ども家庭支援センターは、総合マネジメント機関として、総合相談や情報提供、ネットワークの構築と要支援家庭サ
ポートなど機能を充実する。
・地域子育て支援センターを子育て親子の交流を促進する支援拠点とし、子育てに関する情報提供、相談支援を充実する
。
・子ども・子育て支援新制度

１

の実施に伴い、計画的

　

に推進される支援事業

施

、子育て支援機能、N

策

POや子育てサークル

の

など
の充実に努める。

概

・子育て中の親子や妊

要

婦などが事業のなかか

（

ら必要な支援を選択し

第

て円滑に利用できるよ

4

うに情報提供、相談・

次

援助を行
う。

・保護者

長

が経済的に困窮し、子

期

育てに向ける心のゆと

総

りを持てない家庭のた

合

めに就業と子育てを両

計

立させていくための支

画

11-05 援に努める

（

。

支えが必要な子ど ・

後

ひとり親家庭などに対

期

する経済的な負担軽減

：

や生活支援、相談活動

平

など、自立に向けた支

成

援をしていく。
・家庭

2

内の悩みや問題を的確

8

に把握し、関係機関と

年

の連携のもと、個々の

度

家庭の状況に応じた情

～

報提供を行うとともに

令

、
もと家庭への取り

適

和

切な相談機関への引き

2

継ぎに努める。
組み ・

年

教育訓練給付金事業、

度

高等職業訓練促進給付

）

金事業などの実施に加

に

え、庁内はもとより、

掲

関係機関と連携し、個

げ

々の家
庭の状況に応じ

る

た総合的な就労支援に

事

努める。

２　施策の成

項

果指標と実績

No 成果

）

指標 単位 平成28年度

基

平成29年度 平成30

本

年度

保育所の待機児童

事

数（４月１日現在）
1

業

人 92 67 38

乳幼児

名

健診の受診率（３～４

（

か月児、１歳６
2 ％ 9

4

7. 1 95. 4 9

～

9. 0
か月児、３歳

5

児）

子育てがしやすい

）

環境が整っていると感

第

じて
3 ％ 43. 3 4



要

、早期より必要な支援

に

を実施するとともに、

応

関係機関と連携し、継

じ

続支援を行
配されるケ

て

ースもあり、子ども家

、

庭支援センター等の関

施

係 い、妊娠期からの切

で

れ目ない支援を充実さ

）

せる。
機関とも連携し

に

ながら未受診者フォロ

2

ーを継続していく必 ・

2

乳幼児健診の未受診者

0

の背景には、虐待や家

名

族問題が存在すること

の

も少なく
要がある。 な

定

いため、関係機関とも

員

連携し未受診者フォロ

拡

ーの充実に努める。
・

大

育児不安の軽減や孤立

を

化防止を目的に、妊娠

４

行

・出産・子 ・新生児訪

い

問、乳幼児健診等で事

待

後フォローが必要な母

機

子や多問題家族、虐待

児

育て情報を携帯メール

童

で配信する「子育て応

が

援メール配信 等が増加

2

しているため、継続支

8

援を充実するとともに

名

、関係機関・関係部署

　

と

と
事業」を実施してお

な

り、利用者からは好評

り

であるが、利用 も連携

、

を図り支援していく。

保

2 登録者数が対象者数

設

の2割程度なのが課題

整

である。
・市の独自事

備

業である2歳児歯科検

を

診の効果が顕著に現れ

検

ており、3歳児のう蝕

基

討

有病者率が8.5％（

し

速報値）まで低下
して

て

きている。
・30年度

い

から妊婦全数面接に向

く

けて体制を構築したが

。

、本
庁舎での受付分に

育

ついては、心配がない

所

等の理由から面談
を希

等

望しないケースも多く

の

、全体の実施率が６割

本

定

に留まっ
ている点は課

員

題である。

・私立幼稚

の

園及び認可外保育施設

空

に通園する保護者の負

き

担 ・幼児教育無償化の

は

動向を注視しながら、

1

私立幼稚園にかかる補

2

助、貸付事業
を軽減す

7

ることを目的とし、各

名

々の補助、貸付、助成

事

分

事業 、認可外保育施設

で

にかかる助成事業とも

あ

引き続き実施していく

っ

。
を実施している。 ・

た

児童の養育者への経済

。

的支援を行う児童手当

・

は、国の制度変化に着

市

実に対応
・児童の養育

立

者への経済的支援を行

保

う児童手当の受給者数

業

育

して支給を行う。
は横

園

ばいで推移している。

へ

3

の民間活力の導

に

入として、しんかわ保

つ

育園以外の市立保育園

い

に
・市立保育園の民間

て

化については、しんか

（

わ保育園におい ついて

1

、民間化の可能性を検

～

討していく。
て低年齢

3

児から段階的に募集を

）

停止することとした「

現

東久 ・学童保育事業に

状

ついて、「東久留米市

と

子ども・子育て支援事

課

業計画」に基づ
留米市

題

立保育園条例の一部を

令

改正する条例」が平成

和

30年市 き、利用状況

2

を踏まえながら、待機

年

児童が生じた場合は、

度

保育の質を確保しな
議

に

会第３回定例会におい

向

て可決された。 がら保

け

育スペースの拡大（特

た

別教室等の借用）につ

方

いて検討していく。
・

向

学童保育所は平成30

性

年度末時点では待機児

・

童が解消され ・学童保

保

育事業における、安定

育

的な事業の継続という

園

課題や、延長育成を実

の

施
ている。今後の利用

待

状況を注視し、待機児

機

童が生じた場合 してい

児

ないという課題につい

童

ては、「今後の東久留

は

米市立学童保育所の運

、

営方
は保育スペースの

平

拡大（特別教室等の借

成

用）を検討する。 針」

3

及び「東久留米市立学

0

童保育所の民間活力の

年

導入に係る実施計画」

度

で示し
・学童保育事業

中

においては、嘱託員の

（

採用が困難な状況か て

平

いるように、令和２年

成

４月より、第六小学校

3

区と第九小学校区の学

1

童保育所
1 ら、将来に

年

向かって安定的な事業

度

の継続をどのように図

当

る において、民間活力

初

を導入して対応を図る

ま

。
かという課題や、利

・

用者から一定のニーズ

保

がある延長育成
を実施

育

していないという課題

園

がある。

・育児不安、

に

家庭環境の問題、保護

つ

者の精神疾患や虐待等

い

・令和元年度に令和2

て

年度から6年間の母子

、

保健計画を策定するの

児

で、これに基
でフォロ

童

ーが必要な家庭が増加

を

している。 づき各種事

取

業に取り組んでいく。

り

・乳幼児健診は98.

巻

9％と高い受診率に達

く

したが、一定数未 ・わ

状

くわく健康プラザが地

況

理的に離れているため

等

工夫をし、妊婦面接の

を

実施率
受診もある。未

注

受診理由としては、多

視

忙やかかりつけ医で を

し

高めていくことによっ

な

て、妊娠期より支援が

が

必要なハイリスク妊婦

ら

を把握し
受診中などが

、

多いが、中には転居を

必

繰り返すなど虐待が心



域

に加え、関係機関と連

の

携し、個々の家庭の状

ニ

況に応 じた就労支援を

ー

適切に行う。
じた総合

ズ

的な就労支援に努める

を

必要がある。 ・子ども

充

家庭支援センターは、

足

児童虐待の増加に応じ

で

た職員体制の強化や迅

き

速
・子ども家庭支援セ

る

ンターは、児童虐待が

よ

増加する中、職 な対応

う

などに努める。
員体制

充

の強化や迅速な対応な

実

どが求められている。

を

5

５　令和2年度に向

図

けた施策方針

・保育園

々

の保育需要は、保護者

な

の就労状況などにより

地

多様なニーズが発生す

域

る。これらの保育・子

子

育て支援の需要に柔軟

ど

に対応

できるよう、児

も

童を取り巻く状況等を

・

注視し、必要に応じた

子

施設整備など、保育サ

育

ービスの提供体制の確

て

保を進める。

・学童保

支

育は、利用状況を踏ま

援

えながら、待機児童が

事

生じた場合は、特別教

業

室等の借用について検

（

討していく。

・学童保

利

育事業における、安定

用

的な事業の継続という

者

課題や、延長育成を実

支

施していないという課

援

題については、令和２

、

年４月

より、第六小学

一

校区と第九小学校区の

時

学童保育所において、

預

民間活力を導入して対

か

応を図る。

・子どもの

る

居場所づくりを進める

。

ため、児童館、学校、

保

公園等の公共施設を活

育

用して子どもたちが安

施

全に過ごせる場所の確

設

保を

図る。

・親と子の

も

健康の確保と増進を図

地

るため、妊娠中や出産

域

後のほか、乳幼児期の

活

健康や育児に関して保

動

護者の不安を解消する

事

とと

もに、子どもの健

業

全な発達に向けて相談

に

や指導、親同士の交流

よ

の機会などを充実させ

り

る。

６　令和2年度の

地

施策の位置づけ 重点施

域

策

の子育て家庭を支援していく。
り、病児保育等）を実施している。また、保育施設におい ・家庭、地域、学校、行政が協力・連携し、身近な地域で子育てを支える環境
て園庭開

４

放等の地域活動事業を

　

行い、各家庭の子育て

基

を支 整備に努める。中

本

学校地区青少年健全育

事

成協議会による児童の

業

健全育成のため
援する

に

必要がある。 の活動を

つ

支援する。青少年問題

い

協議会運営事業は、協

て

議会を開催し、子ども

（

か
・青少年問題協議会

4

を開催し、「東久留米

～

市青少年健全育 ら若者

5

に係る諸問題の現状の

）

把握等を図り、具体的

現

な取り組みを検討して

状

いく
成基本方針」を策

と

定した。 。
・児童館に

課

関しては、平成30年

題

4月に新児童館の「子

令

ども ・子どもセンター

和

ひばり、けやき児童館

2

、子どもセンターあお

年

ぞら及び中央児
センタ

度

ーあおぞら」を開館し

に

た。また、中央児童館

向

の大規 童館は、指定管

け

理者制度を通じて適切

た

な管理運営業務を実施

方

していく。
模修繕工事

向

を行い平成30年12

性

月にリニューアルオー

・

プンし ・児童の居場所

す

づくり事業は、既存の

べ

公共施設等を活用し、

て

子育て支援機能を
、平

の

成31年1月からは指

子

定管理者制度を導入し

育

た。 充実させ、地域の

て

子ども達に健全な遊び

家

を提供していく。
4 ・

庭

児童の居場所づくり事

を

業については、市内4

対

箇所の既存
の公共施設

象

等を活用して、地域の

に

子ども達に健全な遊び

、

を
提供した。

・家庭内

地

の悩みや問題を的確に

域

把握し、関係機関との

の

連携 ・保護者の子育て

ニ

の悩みや不安について

ー

、個々の家庭の状況に

ズ

応じた情報提供
のもと

に

個々の家庭の状況に応

応

じた情報提供と相談活

じ

動を行 と相談活動を行

た

う。必要があれば、プ

様

ライバシー等に配慮し

・

、適切な相談機関
い、

地

適切な相談機関へつな

域

げる必要がある。 へつ

子

なげていく。
・ひとり

ど

親家庭などに対する経

も

済的な負担軽減や生活

・

支援 ・ひとり親家庭な

子

どに対する経済的な負

育

担軽減や生活支援など

て

支援を充実させ
など支

支

援を充実する必要があ

援

る。 ていく。
・教育訓

事

練給付金事業、高等職

業

業訓練促進給付金事業

等

など ・教育訓練給付金

は

事業などの実施につい

、

て、関係機関と連携し

地

家庭の状況に応
の実施


